
✿介護保険における訪問看護利用料 ✿医療保険における訪問看護利用料

（表２）

1割 2割 1割 2割 １割 ２割 ３割

314円 628円 303円 606円 5,550円 555円 1,110円 1,665円

471円 942円 451円 902円 6,550円 655円 1,310円 1,965円

823円 1646円 794円 1,588円 2,780円 278円 556円 834円

1,128円 2,256円 1,090円 2,180円 3,280円 328円 656円 984円

8,500円 850円 1,700円 2,550円

　 5,550円 555円 1,110円 1,665円

※その他の加算料金 6,550円 655円 1,310円 1,965円

（自己負担１割の場合） 2,780円 278円 556円 834円

(Ⅰ)退院当日の訪問 350円 3,280円 328円 656円 984円

(Ⅱ)翌日以降の訪問 300円 8,500円 850円 1,700円 2,550円

特別管理加算(Ⅰ) 500円 7,670円 767円 1,534円 2,301円

特別管理加算(Ⅱ) 250円 3,000円 300円 600円 900円

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)１回につき 600円 4,500円 450円 900円 1,350円

長時間訪問看護加算１回につき 300円 5,200円 520円 1040円 1,560円

複数名訪問看護加算(Ⅰ)１回につき（30分以上） 402円 8,000円 800円 1,600円 2,400円

複数名訪問看護加算(Ⅰ)１回につき（30分未満） 254円 6,000円 600円 1,200円 1,800円

退院時共同指導加算 600円 6,800円 680円 1,360円 2,040円

2,650円 265円 530円 795円

※保険対象外（介護・医療共通） 2,000円 200円 400円 600円

①キャンセル料 5,000円 500円 1,000円 1,500円

（※急な入院等でやむを得ない場合は請求いたしません。） 2,500円 250円 500円 750円

・前日までのご連絡・・・キャンセル料不要 別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合 1,800円 180円 360円 540円

・当日訪問までのご連絡・・・1,000円 1,300円 130円 260円 390円

・当日訪問までにご連絡がない場合・・・利用料金の100％ 　 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円 78円 156円 234円

②交通費　（※通常の実施地域以外は1km50円） 　 1,500円 150円 300円 450円

③営業日、営業時間外に訪問看護を行った場合・・・１時間3,000円 50円 5円 10円 15円

④死後の処置料・・・10,000円

 訪問看護ステーションクレイン　　　（2025.4.1）

訪問看護医療DX情報活用加算

介護保険における居宅介護サービス費は、利用料の１割～３割が
自己負担金額となります。ただし、介護保険給付の範囲（区分支
給限度額）を超えたサービスについては全額自己負担となりま
す。

訪問看護（介護予防） 自己負担額の目安

指定訪問看護利用料について

（表１）

基本療養費
訪問看護（介護）

利用料

健康保険制度、後期高齢者医療制度等による利用料は、下記（表２）利用料の１割～３割が自己負担金額となります。
他に公費負担になる場合など制度によって負担割合やご利用料金の上限があるなど様々です。
（※精神科訪問看護では、障害者自立支援医療費制度（精神通院）を利用の場合、自己負担は１割となります。）

訪問看護情報提供療養費（月１回）

上記以外の場合
乳幼児加算　６歳未満

月の初回訪問看護管理療養費１
１日につき 月の２日目以降

※特別管理加算(Ⅱ )

※特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、特別な管理を必要と
する利用者、重症度の高い利用者によって区分さ
れます。

入院中の外泊時１回

(Ⅲ)同一建物同一日
　　３人以上の訪問

入院中の外泊時１回

訪問看護基本療養費
（１日につき）

(Ⅰ)

（Ⅱ）同一建物同一日
　　３人以上の訪問

週３日目まで

(Ⅲ)

精神科
訪問看護基本療養費
（１日につき）

(Ⅰ)

(Ⅳ)

週4日目以降

週３日目まで

週３日目まで

週4日目以降

週4日目以降

初回加算

20分未満

30分未満

30分以上60分未満

60分以上

早朝（午前６時～８時）夜間（午後６時～10時）は25％増

週３日目まで

週4日目以降

加
算

複数名訪問看護加算（看護師二人で週１日、精神科は算定回数制限なし）

長時間(精神科)訪問看護加算（週１回）

退院時共同指導加算

退院支援指導加算

24時間対応体制加算（イ）

緊急訪問看護加算

精神科緊急訪問看護加算

月14日まで

月15日目以降

※特別管理加算(Ⅰ)


